
「水田の潜在能力発揮等による農地周年有効活用技術の開発」

に寄せられたお問い合わせ及び回答（公募開始～平成21年２月５日）

Ｑ１ 冬期の水田活用を促進する高品質な冬作物品種の開発に、麦・なたね等高

品質な冬作物を10以上開発するとあるが、これは品種登録までを想定してい

るのかそれとも普及までを想定しているのか。

Ａ 最低限、品種登録が必要です。

Ｑ２ 土壌水分制御技術を活用した水田高度化技術の開発に、担い手プロからの

継続課題である超低コスト作物生産技術の開発において得られた成果の活用

に配慮しつつ実施することとあるが、具体的にはどのようなことを想定して

いるのか。

Ａ 本プロジェクトでは、平成19年度から実施しているプロジェクト研究「担

い手プロ」を継続して実施することとしています。同一プロジェクト内で課

題間の連携を図り、シナジー効果を発揮させる観点から、現行の「担い手プ

ロ」からの継続課題で開発された技術の活用を考慮することとしています。

Ｑ３ プロジェクト経費で、中核機関、共同研究機関、実証を行う現地ほ場に地

下水位制御システムを施工可能か。

Ａ 中核機関、共同研究機関、現地ほ場のいずれにも施工は可能です。施工し

た地下水位制御システムは、原則として、プロジェクト終了時に国に対して

手続きを行い、廃棄していただくことになります。廃棄に係る経費は、プロ

ジェクト期間中であって、プロジェクトの当初計画で当該経費が認められて

いれば、委託費での負担が可能です。

、 、なお プロジェクト終了後も引き続き同種の事業で使用を希望する場合は

継続使用申請を行っていただき、それが承認された場合に限り、研究目的に

限った使用が可能です。しかし、研究以外の目的で使用することはできませ

んので、研究終了後は、国に対して手続きを行い、廃棄していただくことに

なります。この場合、廃棄に係る経費は委託先の負担となります。

Ｑ４ 地下水位制御システムについて、施工に係る費用はどの費目で計上すれば

良いか。

Ａ 資材及び施工に係る費用については、地下水位制御システム一式として｢機

械・備品費｣で計上して下さい。

Ｑ５ 地下水位制御システムについて、プロジェクト研究機関内であれば途中の

年度からでも施工は可能か。

Ａ 可能です。期首の契約手続きの際に｢機械・備品費｣で計上して下さい。



Ｑ６ 共同研究機関が途中から参画する可能性がある場合はどうすれば良いか。

Ａ 中途から参画する研究機関が提案段階で明らかであれば、提案書の研究計

画に書き込んでおくのが望ましいです。それが困難な場合は、プロジェクト

、 、開始後に 運営委員会において新規参画機関の必要性を厳密に審査した上で

認められれば中途参画も可能です。

なお、途中で参画機関が大きく変更となり、研究計画そのものが大きく変

更となる場合は、公募のやり直しになる可能性もあるので注意して下さい。

Ｑ７ 農林水産省競争参加資格は、共同研究機関として参画する機関は必要ないと

いうことでよいでしょうか。

Ａ 共同研究機関は必要ありません。

Ｑ８ 研究を実施するに当たっては、全国各地域において試験等を行う場合があり

ますが、その場合、競争参加資格申請の際の地域は、全国各地域を指定する必

要があるのでしょうか。

Ａ 本委託事業は、随意契約（企画競争）のため競争参加資格の届出地域にか

かわらず応募することができます。また、地域の指定は、一般競争参加地域

の指定であるため、研究を実施する地域を指定するものではないため、全国

各地域を指定する必要はありません。

Ｑ９ 共同研究機関の条件や定義に関して、どのように証明する必要があるので

しょうか。

Ａ 応募要領２応募資格等（２）２）共同研究機関の要件を満たしている研究

開発が可能な体制が整っている機関であり、提案書の必要事項の記入をいた

だければ、証拠書類等の準備の必要はないです。

Ｑ10 人件費について、国、あるいは地方公共団体からの交付金等で人件費を負担

している法人は対象外となっていますが、共同研究機関が、これに該当する法

人である場合も対象外となるのでしょうか。

Ａ 中核機関、共同研究機関を問わず、条件に該当する法人については対象外

となります。

Ｑ11 地方公共団体等に勤める職員の人件費については計上できるのでしょうか。

Ａ 都道府県研究機関に勤める職員に係る人件費については、その職員の人件

費が、国、あるいは、地方公共団体からの交付金・補助金等で計上されてい

る場合には、計上することはできません。ただし、当該プロジェクトの実施

のために臨時に雇用された研究員（ポスドク等）に係る人件費は計上可能で

す。



Ｑ12 情報収集のための学会参加費、論文投稿料は委託費として計上できるでしょ

うか。

Ａ 当該委託事業に必要な経費であれば、情報収集のための学会参加費、論文

投稿料は委託費として計上できます。

Ｑ13 旅費は外国旅費も計上可能でしょうか。また、その費目はどこに計上するの

でしょうか。また、その際は農林水産省の許可が必要となるのでしょうか。

Ａ 委託事業に必要な場合は外国旅費も計上可能です。この場合、必要な理由

を明確にしていただく必要があります。また、費目については、外国旅費は

消費税不課税経費のため、消費税等相当額の対象経費となることから、旅費

を国内旅費と外国旅費に分けて計上して下さい。また、特に許可を取る必要

はありません。

Ｑ14 一般管理費の使途を具体的に教えて下さい。

Ａ 一般管理費は直接経費（人件費、試験研究費等）以外で本事業に必要な経

費です。具体的には事務費、光熱水料、燃料費、通信運搬費、租税公課、事

務補助職員の賃金等となり、中核機関、共同研究機関共に試験研究費の１５

％以内で計上可能です。

なお、光熱水料等の全体額の一部を一般管理費で負担する場合には、事業

に携わる人数比で按分するなど合理的に算出し、本事業に係る経費であるこ

とを明確に区分していただく必要があります。

Ｑ15 委託費の対象となる経費のうち、共同研究機関は「委託費」以外の全ての

経費を計上できることになっていますが、提案書の４－２「平成２２年度経

費の見積」に記載する際は、共同研究機関の経費は全て「５委託費」として 計

上してよいでしょうか。

Ａ 共同研究機関分はすべて「委託費」で計上して下さい。

Ｑ16 委託費の費目間流用は可能でしょうか。

Ａ 人件費とそれ以外の費目（謝金、旅費、試験研究費）の合計額（委託費は

除く）の相互間の３０％以内であれば申請なしで流用が可能です。ただし、

各費目から一般管理費への流用はできません。なお、謝金、旅費、試験研究

費それぞれの費目間流用は特に制限はありませんが、当初計画との増減につ

いて説明を求める場合があります。

Ｑ17 経費の見積額については、変更は可能でしょうか。

Ａ 委託契約を締結する前であれば、研究計画の変更とはならないような軽微

な変更は可能です。



Ｑ18 事業実施期間は必ず５年となるのでしょうか。公募研究課題の委託費は平成

２２年度限度額は５年間、同額なのでしょうか。

Ａ 各年度毎に開催するプロジェクト運営委員会において、課題の見直し、終

了等が判断された場合は５年以内で終了する課題もあり得ます。また、研究

課題の限度額については、毎年の予算審議により決まるので、配分額が同額

となるとは限りません。

Ｑ19 共同研究機関の途中参画は可能なのでしょうか。

Ａ 共同研究機関の参画に関しては、当初提案の研究計画に基づき、共同研究

機関機関も含め審査し、採択されるので、運営委員会での了承等、正当な理

由がない限り、簡単には認められません。つまり、中途から参画する研究機

関が提案段階で明らかであれば、提案書の研究計画に書き込んでおくのが望

ましいです。それが困難な場合は、プロジェクト開始後に、運営委員会にお

いて新規参画機関の必要性を厳密に審査した上で、認められれば中途参画も

可能ということとなります。また、途中で参画機関が大きく変更となり、研

究計画そのものが大きく変更となる場合は、公募のやり直しになる可能性も

あるのでご注意願います。

Ｑ20 法人Ａ，Ｂ，Ｃのグループと、法人Ｄが応募し、法人ＡＢＣのグループ

が採択されて研究を開始したが、その後やはり法人Ｄの技術が必要になった

場合、後でＤを共同研究機関に入れることができるのでしょうか。

Ａ 不可能ではないが、採択の際に参加機関も含め審査しているため、運営委

員会での了承等に加え、合理的かつ正当な理由がない限り認められません。

Ｑ21 各公募課題は、５年計画という説明があったが、提案の際は３年の提案に

なっても審査の対象になるのか。

Ａ 本事業は、５年間の研究計画を策定して提案頂くことになる（但し 「自給、

飼料を基盤とした国産畜産物の高付加価値化技術の開発」公募研究課題６に

ついては、３年間 。ただし、提案頂いた計画を構成する実行課題について）

、 。 、 、は ５年より短い期間で終了しても構わない なお プロジェクト開始後は

毎年度、研究の進捗状況等について運営委員会で点検していくため、課題に

、 。よっては 計画より短い期間で終了することもありうるのでご了承願いたい

Ｑ22 再委託先である共同研究機関から報告のあった研究成果は、中核機関と共同

研究機関のどちらに帰属するのでしょうか。

（ ） 。Ａ 研究成果の報告機関である共同研究機関 再委託先 への帰属となります

Ｑ23 研究成果は公表となるのでしょうが、学会への発表などは必要なのでしょう

か。



Ａ 成果は最終的には公表となりますが、知的財産等の保護には十分配慮して

いただいた形での公表ということで、学会への発表が義務となっているわけ

ではありません。

Ｑ24 １つの公募課題に課題責任者として応募すると同時に、他の公募課題に課題

の一担当者として参画し、応募することは可能か。つまりは、複数の課題に、

同一研究者が応募することは可能か。

Ａ 応募可能です。ただし、審査の段階で、その研究者の課題の実行性を判断

させて頂きます。

Ｑ25 米粉用米を導入した水田輪作体系の構築を研究対象とすることは可能か。

Ａ ｢土壌養水分制御技術を活用した水田高度化技術の開発｣で、米粉用米を導

入した水田輪作体系の構築を研究対象とすることは可能です。

Ｑ26 応募要領の提案書様式２について、人件費を計上しない場合でもエフォー

トを記載する必要はあるか。

Ａ 人件費を計上しない場合でもエフォートを記載する必要があります。

Ｑ27 農林水産省の他の委託研究等の責任者が本研究プロジェクトの研究実施責

任者になることは可能か。

Ａ 本研究プロジェクトの研究実施責任者については、エフォートの合計が100

%を超えない範囲であれば、農林水産省の他の委託研究等の責任者と兼任する

ことは可能です。しかしながら、既に受託している委託研究等によっては、

条件を設定している場合もありますので、農林水産省の該当する委託研究等

の担当者に確認することが必要です。


